
 国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程の一部を改正する規程を次のとおり制定す

る。 

 
  平成１７年６月２１日 

国立大学法人東京農工大学長 小 畑 秀 文  

 
１７ 経教 規程第３１号 

   国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程の一部を改正する規程 

 
国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程（１６経教規程第４０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 
第１２条を次のとおり改める。 

（役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例） 

第１２条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第３条から第５条の規

定にかかわらず、退職の日におけるその者の俸給月額に、次の各号に掲げる支給率を合

計した支給率を乗じて得た額とする。 

一 前条第３項の規定する在職期間に応じた支給率 

二 役員としての在職期間１月につき、１００分の１２．５の割合を乗じて得た支給率

に、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、０．

０から２．０までの範囲で決定する業績勘案率から１を引いて得た値を乗じて得た支

給率 

 
附 則（１７ 経教 規程第３１号） 

この規程は、平成１７年６月２１日から施行する。 
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